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新 旧 

上場有価証券等取引の契約締結前交付書面 

（この書面は、金融商品取引法第 37条の 3の規定によりお渡しするもの

です。） 

 

（内容省略） 

 

レバレッジ型、インバース型ＥＴＦ及びＥＴＮのお取引にあたっての留

意点  

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF及び ETN（※5）

のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。 

・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落

率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率

に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり

継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあり

ます。 

・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF及び ETNは、中

長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。 

・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資

手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは

別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又はカスタマ

ーサポート（フリーコール 0120-961-522）にてお尋ねください。 

上場有価証券等取引の契約締結前交付書面 

（この書面は、金融商品取引法第 37条の 3の規定によりお渡しするもの

です。） 

 

（内容省略） 

 

（新設） 
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※5「上場有価証券等」には、特定の指標（以下、「原指数」といいます。）

の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資

信託（以下「ETF」といいます。）及び指数連動証券（以下、「ETN」といい

ます。）が含まれ、ETF及び ETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落

率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがありま

す。このうち、倍率が＋（プラス）１を超えるものを「レバレッジ型」と

いい、－（マイナス）のもの（マイナス１倍以内のものを含みます）を

「インバース型」といいます。 

 

（以下、省略） 

以上 

 

 

令和 4年 12月 24日 改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下、省略） 

 

以上 

 

 

 

 

 


